
基本的保険条件

（１）全損：現実全損、解釈全損

（２）共同海損：共同海損犠牲損害、共
同海損費用

（３）費用損害（損害防止費用、救助料、
特別費用、サーベイ費用等）

（４）特定分損（単独海損の一部）

①座礁、沈没、大火災が発生した場合
の損害

②積込み、積替え、荷卸中の梱包１個
ごとの全損

③火災、爆発、衝突、接触、遭難港に
おける荷卸に起因する損害

（５）単独海損の一部の不特定分損（潮
濡れ損害）免責歩合を超過したもの。

（６）（４）及び（５）上記以外の単独
海損

（Ⅰ）FPA
分損不担
保（列挙
責任主
義）（Ⅱ）WA

（Ⅰ）+ (５)
分損担保
（列挙責
任主義）

（Ⅲ）A/R
（Ⅱ）+ (６)
全危険担
保（包括
責任主
義）


